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研究成果の概要（和文）：子育てを児童福祉法に定めている時期と考えると０歳から１８歳までの幅がある。子どもを
核にしながらかかわる人たちが相互に支援し合うシステム創りとその構築はまだ見受けられない。子育てにかかわる年
齢を３歳以上から可能とみなした「生涯循環型子育て支援システムの構築」が考えられる。その機能が質に連動する。
地域（県に一つ単位）に民の「子どもと大人のライフサポート研究所」を設立する。６部門①研究②研修③相談④情報
提供・広報⑤教材等の創作⑥教材等の貸出、の機能をもつ。公的諸機関との連携を加えると地域において支援は循環し
、人のなかでの生涯継続をめざせる。今後の課題ははネットワーク創りと子育て新制度との検討である。

研究成果の概要（英文）： Chiloren by the CHIld Welfare Law is from 0 to18years.Child care and education 
institutions involved in the development,cooperation with parents is essential.
As you capture the child care sapport from the perspective of humann life development,for participation 
in child care sapport,it is considered to be possible from 3 years old.Lifelong circulation type child 
care support system consutruction can be considered as the way out.
 So,I had envisioned the establishment "Children and adults of sapport Institute".It has a 6 
sector;①reserch ②training ③consultation④infomation　provided⑤the creation of teaching materials 
,and⑥ lending.Future problems are studied of the relationship between the child care sapport new system 
of initiatives that began from building networks and 2015 fiscal year.

研究分野： 児童学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
（１） 研究開始当初は、子育て支援策は次 
世代育成行動計画の前期が終わり、後期計
画の１年目であった。多くの自治体は前期
計画の終わりにあらためて子育て世代に
アンケート調査を実施し、その結果から修
正を含めて後期計画に入ったばかりのこ
ろである。「子育てするなら」我自治体へ
とより宣伝をするところもあったが、子育
てよりも経済優先ではないかと見えてく
る自治体もなくはなかった。このその時期
に、本計画においても、実態調査を組み入
れ子育て支援の在り方を再考することに
した。    
（２） 妊娠・出産の時期をいつがよいのか 

 女性の中で、とりわけ正規職の人にとって
はワークライフバランスとのつながりで
考えなくてはならない社会状況がある。産
休後の育休の取り方のみならず、子どもの
保育園入所の可否が読めないことがある
からである。加えて現代社会の多様な育児
観の一部の考え方が母親のその後の勤務
の在り方等に影響を与えている。いわゆる
専業主婦においても産み育てていくには
厳しいという。父親の育休取得率がいまだ
伸びないという状況もある。現在の保護者
がどのようなことで悩みを抱えているの
かについての実態把握をすることが求め
られた。 
（３） 子育て支援を従来から生き方に組 
み入れている人たちがいる。子育て支援策
の一環に組みこまれているファミリー・サ
ポート・センター事業の提供会員たちであ
る。地域にいる子育て中の保護者たちのさ
まざまな事情により子どもと一緒に居ら
れない時間帯に一時保育を担っている人
たちである。利用する保護者のその時間帯
に預かるという不定期の時間ゆえに、時間
提供を予定していても依頼がない場合も
なくはない。その人材と時間の活用は子育
て支援の資源である。依頼がないことは
「もったいない」ことになる。人材と提供
可能な時間の活かし方を考えていくこと
は子育て支援の活路になる。 
（４）子育て支援を広義にとらえていくと、
保育・教育・相談業務などに携わっている
いわゆる専門職の仕事に従事している人
たちの生の声を聞くことも欠かせない。保
育者・教育者養成に従事者している人たち
も同様である。その人たちと筆者の相談業
務、保育者・教育者養成、子育て支援等に
従事した長年の経験値も加えられる。 

２．研究の目的 
 （１）児童福祉法による子どもは０歳から
１８歳までである。この時期の保育・子育て
支援の従事者は、保護者を第一義的に位置づ
けていくが、それぞれの時期にある場として
の教育機関等とそこに従事する専門職、及び
社会の構成員である地域に住まう人たちに
なる。場としては子育て広場（０歳から就学

前・中学生頃）保育園（０歳から５歳児）児
童館（０歳から１８歳）幼稚園（３歳から５
歳児）小学校（６歳から１２歳）中学校（１
３歳から１５歳）高等学校（１５歳から１８
歳）特別支援関係や福祉施設などがある。括
弧内がおおよその年齢区分である。学童保育
は本研究が終了するまでは、小学校２年生ま
での預かりが多い。この現状は、それぞれの
教育・保育・子育て支援の場等としては設け
られており、そこに専門職種等が機能してい
るものの、昨今の子どもの問題・課題は悲惨
さ・深刻さがさらに目立ってきた。問題は量
的に顕在化しており、解決方法はいまだなか
なかみえてこない。小１問題、少年犯罪、精
神的に病んでいる保護者たちの増加などが
代表例である。少年法の改正なども打開策に
はなっていない現状がある。解決策は周知を
集めて求めていかなくてはならない。負の連
鎖は避けなくてはならない。 
（２）子育て支援策は多々あるものの、０歳
から１８歳までの発達を連続的にみていく
場がない。それぞれの機関間関係；情報の共
有や連携は公と民との間がなかなかとりに
くい。そこにかかわっている人材活用におい
てもかなりの無駄がある。“子どもを核”に
おきながら、かかわる人たちの活用システム
創りとその場創りは、人間がその生涯を生き
生きと生きていくことにも連動するものと
考えられる。０歳から１８歳までの子ども期
への支援は、かかわる人たちすべての年齢層
に及ぶという理念にたって、「生涯循環型の
子育て支援システムとその構築」の場を作る。 
（３）その実践を試み、「子どもと大人のラ
イフサポート研究所（仮称）」をたちあげ、
予備試行の上修正を加えたものを実践する。
そのまとめの内容から、地方の事業者、機関
とのネットワークも目指していく。民の活用
と公の政策とが連携をすることは日本にお
ける子育て支援の策に一石を投じられるも
のと考える。 
２． 研究の方法 
（１） ファミリー・サポート・センターや 
子育て支援に従事している人たちへの人材
活用にかかわるアンケート調査：１０００人 
（２） 専門職と専門職性の生かし方と要望 
についてのヒアリング：２１名 
（３） 子育て支援を求めている人たちへの 
アンケート調査：５００名 
（４）（１）から（３）でえられた内容から、
場に組み入れていける内容についての構築 
（５）「子どもと大人のライフサポート研究
所を立ち上げる。 
（６）その課題の明示と場づくり過程におけ
る問題点などのまとめをする。 
（７）ネットワークづくりについての提言 
（８）このシステムの全体の子育て支援とそ
の基盤の理念についての明文化する。 
 
３． 研究成果 
（１） ファミリー・サポート・センター事 



業などの子育て支援に従事している人たち
へ人材活用にかかわるアンケート調査を実
施した。当初１５００人のところ、１０００
名にした。回収率は３７．７％であった。 
① 子育て支援に従事しようとしても依頼が

入らない時間量は、１か月に３０時間以
上からら５時間程度であった。この時間
量と活動しようとしている人の意思が生
かされていないことが分かった。人材資
源とその提供時間量の「もったいない状
態」が見言い出せたことになる。 

② その使われない時間の活用方法を問いか
けた一つとして、子育て支援関係の講座
などの講師として従事することについて
は、７０パーセント参加可能であった。
何らかの趣味で培われた経験値を生かし
ていくことが可能な講座やアロマテラピ
ーのような癒し系の内容と保育内容など
が出された。 

③ 生きがい関係につながるプログラムの参
加については、５０パーセントの人たち
が参加の意思表明があった。自分磨きの
生涯学習に位置づくという理由が大半で
ある。策が提示されれば参画しようとい
うことだと受けとめられる。新たに人材
の活用の一つとしてみなせることになる。 

④ 報酬としてはⅰ：いただかなくてもいい、
が７０％あるがⅱ：５０００円を求める
人も３パーセント程度あった。多少なり
とも報酬が得られたほうがよいであろう
ということを想定したことがややくつが
えされたことになるが、「私でも可能なら
ば、やってみたい」という意見は８０％
あった。多く人の人材活用はプログラム
次第ということになる。 

⑤ 空き時間については、ほかのボランテイ
アに向かうことを考えて実践している人
も１５パーセントいるが、考えない人が
ほとんどであった。プログラムの提供次
第で、参加可能ということであるとも言
えよう。 

⑥ 空き時間に学ぶことやともに育ち合うこ
とを想定したプログラムはその内容によ
って参加可能ということになる。「もった
いない」時間とその人材は有用な資源に
なる。それらがかなりあることはその人
材と時間の活用法によっては、より子育
て支援参加者として位置づくということ
が推察された。 

（２） 就学前までの子どもを育てている育 
児者へのアンケート調査は、当初１００名の
ところ、５００名にした。回収率は４０，２
パーセントであった。代表的質問の結果は以
下である。 

① 育児に手助けをほしい時期は従来実
施されてきているアンケート調査結
果とほぼ同様の結果になっている。
退院直後から３か月までが８０パー
セントを占める。自由記載でどの時
期でも求めたいときにはいつでもが

いいというものもある。 
４か月期の訪問はまだ知らない人

も１０パーセントいる。 
② 育児中の悩みとしては、子どもと離

れて自由になる時間がほしかったが
（複数回答のなかであるが）８０％
以上ある。パートナーの協力も得に
くいが２０％はある。これらの結果
は深刻さが感じられた。自由記述に
は用紙の余白すべてを埋めつくすよ
うにびっしりと記載あることや、こ
のようなアンケート調査に記述する
だけで、社会参加をしているという
自分がいる、という記載もあった。
声を聴いてほしい、悩みはいつでも
聞いてほしい。声なき声の出しどこ
ろとしてアンケートに今の思いを吐
露しているということがうかがわれ
た。それだけ一人一人の悩みの幅や
深刻さがあるということがあらため
てとらえられた。 

③ 自治体の政策のなかでの要望として
は、子育て手当費を政府が変わるた
びに変えないことが８０％あった。
子育ての時期によって要望がかわる
ということが明確になった。 

④ 育児をしている現在の育児者たちは
さまざまな課題を抱えている実態が
自由記述により記載されていた。じ
かに話している人がいるように感じ
られた。一人一人の悩みは育ててい
る過程のそのときどきに起こること、
そのときの対応によって、深く傷つ
きそれが積み重なり親失格までのレ
ッテルを自らはってしまうことがお
きている。自由記述は深刻な悲鳴が
聞こえてくるようであった。これら
の内容を消してしまわないように、
策に通じっていける回路を模索する
ことがもとめられているようにうけ
とめた。 

⑤ 支援は求めている人に届くようにす
ること、その人にしっかりと寄り添
えるような時間と内容が真に求めら
れているということが理解できた。
場と時間、そこに受け止めていく人
が配置されていることとその活用が
期待される。いつでも求めたときに
可能になることは困難を極めていく
が、ないとすれば、どのように解消
していくのか、それが蓄積された結
果としてどのようなことが起こって
しまうのかということを想定すると
（虐待等）もはや即時性をもって対
応することしかない。一人一人の深
刻度をさらに増加させないようなシ
ステム等が早急に求められるという
ことになる。 

（３） 専門職からのヒアリングは、地域で
の子育て支援者の活動を運営してい



る人たち４名、保育者（園長などの
管理運営関係者５名、保育所保育士
２名、幼稚園従事者４名、学童保育
１名）小学校・中学校経験をもつ教
育者養成教員１名、発達障害関係の
相談実務者１名、教育関係の障害関
係部署教員１名、障害児をそだてて
いる保護者１名、ひとり親家庭・福
祉施設相談部門経験者１名、計２１
名。 

①それぞれの部署での経験値から、子どもた
ちの現状と課題、その保護者の現状と課題、
解決策としてのそれぞれの部署からの提言
を聞き取った。 
②専門職４０年から実務経験２年目までの
経験年数が幅広い対象とした。経験数が長い
専門職については、その職種経験の時代とと
もに、福祉・教育・保育の政策の実態との関
係などについて突き合わせた。政策の変化に
よってよいところがあるものの、子育ての根
幹にかかわることについては、見落とされて
いるという実態がみえてきた。とりわけ就学
前までの子ども育ちにおける粗い対応がめ
だっている。生活習慣の形成のみならず、そ
の形成過程に保育者という人を通じて学び
あう子どもの側の育ちの根幹にあたる人間
関係の形成過程の希薄さが目立っている。育
児方法の違いによるものも推察された。 
③時代の推移はあるとはいえ、子どもの現状
においては、深刻度がさらに増していること、
とりわけ保護者の意識、認識度、についての
変容ぶりがめだっている。そのための対応に
ついては、個別にとるものの、時間をかけて
もなお、改善に時間がかかること、などが見
いだせた。それぞれの部署での課題の共通項
がでてきたことになる。連動させながら統合
化されたものはほとんど見受けられない。 
④子育て支援現場からは、課題の多い保護者
ほど支援を求めている人たちと位置付けて
地道な努力を重ねている。その活動が地域の
なかで根付いていることがあらためて理解
できた。支えている人たちのほとんどはいわ
ゆる専門職ではない。それ故の悩みもあるこ
とが見いだせたが、そのような人が地域にい
るということは目を見張ることとしてあら
ためて浮かび上がった。人材活用の芽はその
ような人とその育成についてに集約されて
くるようにとらえられた。人材活用の秘法が
そこにあるのではないかと考えられた。 
（４） 「子どもと大人のライフサポート研 
究所」の設立 

① 準備期間を２年かけた。研究所設立
に参与してくれる人たちを準備メン
バーとして１５名参画してもらった。
毎月１回、白梅学園大学内で準備委
員会を重ねてきた。このメンバーた
ちは研究所の運営のメンバーになり、
学びあう仲間としても位置付けてい
くことにした。 

② 研究所の部門を６部門とした。 

ⅰ：研究；それぞれの子育て、保育・
教育・相談関係などの現場実践等
から得られた課題を探求し、研究
的に解明していく、論文にまとめ
て学会発表、著書としてまとめて
いくことなども含む活動である。 

ⅱ：研修；このことについて学びたい
という内容についての研修プロ
グラムを出していき、研修会を実
施する。メンバーはその内容によ
って講師も担う。開催費用はその
プログラムによっても異なるが、
参加者から費用徴収はできるだ
け安価にする。たとえば、保育士
検定へのチャレンジについては、
講習会以前に学ぶ会の開催、今年
度受験ということを決めたとき
には直前受験対策講座とする、な
どの方策をとる。運営メンバーが
年度ごとにプログラム内容を出
し合い、決定をしていく。 

ⅲ：相談：育児相談、発達相談、障害
関係の相談、不登校や介護に悩む
相談などを個別的に対応する。そ
れぞれのメンバーたちが応答す
る。主幹者は筆者とする。相談費
用は定期的に相談に応じること
が決定した時点で考慮する。安価
にしていく。 

ⅳ：情報提供と広報：さまざまな情報
が日々だされるものの、実務者た
ちが入手しがたいこともある。関
連する情報を、求めてくる人（登
録してもらう）に提供してくとい
うことを主たる内容とする。ファ
イリングして閲覧できるように
し、貸出部門と連動させる。 

ⅴ：教材等の創作；それぞれの現場に
生かしていける教材等の創作を
する。絵本、紙芝居、パネルシア
ター、ぺープサート、言葉遊び、
ワークブック、カード、簡単に作
れる遊具など、新たな文化の形成
にもつながる。創りたい人は時間
をかけて、できる時間に行う。 

創作作品については、展示、な
どを行う。実践で生かしていく場
合には、作者からの意見も追記し
ておく。１名でも複数での創作も
可能である。作品は研究所に所属
しておき、貸出部門においておく
ことにする。実践で得られた成果
などについては、まとめていくこ
とも考えている。 

    ⅵ：文献・教材等の貸し出し：すで
に筆者がもっている文献、資料、
にとどまらず、絵本、紙芝居、
人形、カード等教材の貸し出し
を行う。図書館のような利用を
してもらえるようにする。 



③ 研究所の運営法については、規約な
どは現在検討段階にある。筆者が大
学の教員を辞したときに、正式の立
ち上げとする。それまでについては、
研究所の籍を研究室、自宅に置きな
がら、実際の活動については、実働
していく。それまでは、試行期間と
し、費用徴収はしないことにする。 

④ 試行期間ながら、実働して得られた 
ものは公表していく。 

（５） 生涯循環型子育て支援システムの構
築については、政府がこの研究期間
２年目に子育て新制度（文献１）を
打ち出してきた。その内容を受けて
都道府県とそのもとの自治体が子育
て支援事業計画を２０１５年３月に
それぞれがまとめている。国、都道
府県とそのもとの自治体のそれぞれ
の取り組みが公になったということ
である。筆者の研究内容は民になる。
公の内容が示されたばかりであるこ
とから、それぞれの内容についての
検討を加えて、筆者の内容と突き合
わせ、その上で、生涯循環型子育て
支援システムの構築についての図示
および、明文化をすることにする。
２０１５年から１年かけて、東京都
地域についての子育て支援事業計画
について精査し、筆者の研究内容と
の連動、独自性について検討を重ね
ていく。その後に明文化をすること
にする。 

（６） 研究所は立ち上げた。試行していく。
東京都に１か所立ち上げたことにな
る。日本の県等に１か所はあること
が公と民との連動した支援策になる
と考えられる、立ち上げていく母体
としては、筆者のように長年保育
者・教育者養成や子育て支援にかか
わってきたことのある養成校に勤務
している教員が核になり、地域の NPO
法人などを代表として活動している
母体と連携をとったうえで、その地
域の研究所が設立されることが望ま
しいと考える。それらが独自に機能
していくことと、相互の連携があれ
ば、日本という国の子育て支援とし
てより効果および成果があがってく
るのではないかと考えている。その
立ち上げについてのノウハウと、地
域にできた場合のネットワークづく
りとその運営についての課題を見出
して解決の方策を見出していくこと
が今後の課題の一つになる。 

（７） 地域の子育て支援策の評価は、それ
ぞれの地域にどのように事業や活動
が位置づいて実践されているのかを
評価的視点で整理するものである。
公の子育て支援事業計画は当面２０
１５年からの５年計画になっている。

１年ごとに見直しがなされるものの、
５年後には総括をしなくてはならな
い。民で立ち上げた研究所等の活動
においても同様に自己点検、第三者
評価を受けていくことが求められる。
広井（；文献２）の観点も組みいれ
て構築、および総括を加えていくこ
とがもう一つの課題になる。 
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